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義
持
が
典
型
的
な
管
領
政
治
を
推
進
し
た
の
に
対
し
、
義
教
は
、
毎
事
鹿
苑
院
殿
の
佳
例
に
従
う
方
針
を
と
っ
た
。
即
ち
、
前
政
治

形
態
に
修
正
を
加
え
将
軍
専
制
を
志
向
し
た
。

俄
に
将
軍
位
に
つ
い
た
還
俗
将
軍
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
幕
府
内
部
に
自
己
の
基
盤
が
な
か
っ
た
こ
と
や
、
将
軍
位
を
狙
う
関
東
の

持
氏
や
南
朝
勢
力
に
担
が
れ
た
義
昭
の
動
向
な
ど
、
義
教
嗣
立
後
の
幕
府
は
、
当
初
か
ら
政
治
的
に
困
難
な
問
題
に
直
面
し
た
。

嗣
立
後
の
三
年
間
の
政
治
過
程
を
み
る
と
、
制
度
改
革
や
法
令
の
発
布
等
が
、
急
速
に
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら

の
政
治
改
革
の
中
で
、
統
治
権
発
動
の
最
も
重
要
な
部
分
が
裁
判
権
の
掌
握
で
あ
る
。
義
教
が
権
力
集
中
の
た
め
に
注
目
し
た
の
が
奉

行
人
層
で
あ
っ
て
、
将
軍
―
奉
行
人
と
い
う
関
係
を
制
度
化
す
る
に
至
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
が
管
領
の
機
能
低
下
を
招
い
た
こ
と
は

勿
論
で
あ
る
。

思
う
に
、
義
教
政
権
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
事
柄
が
三
つ
考
え
ら
れ
る
。

�

満
済
の
日
記
に
書
き
記
さ
れ
た
正
長
元
年
五
月
の
所
信
表
明

�

追
加
法
一
九
四
を
施
行
し
た
こ
と
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�
『
御
前
落
居
記
録
』
と
『
御
前
落
居
奉
書
』
が
現
存
し
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
通
り
、
�
の
所
信
表
明
に
示
さ
れ
た
「
如
旧
評
定
衆
并
引
付
頭
人
等
被
定
置
度
也
」
に
あ
る
評
定
引
付

の
設
置
は
な
か
っ
た
が
、
従
来
か
ら
幕
府
に
存
在
し
た
右
筆
方
奉
行
人
を
駆
使
し
て
義
教
流
の
御
前
沙
汰
を
実
現
し
た
こ
と
、
ま
た
、

「
諸
人
不
含
愁
訴
様
ニ
」
の
精
神
は
、
実
際
は
と
も
か
く
と
し
て
、
理
想
論
と
し
て
は
義
教
の
心
情
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
参
考
資
料
一
四
七
「
不
依
尊
卑
親
疎
」
等
の
文
言
に
も
看
取
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
�
追
加
法
一
九
四
は
、
訴
訟
手
続
き
に
関
す
る
一
条
文
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、「
上
裁
并
賦
別
奉
行
之

外
」
の
文
言
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
、
こ
こ
に
あ
る
「
上
裁
」
こ
そ
、
義
教
が
専
制
君
主
た
る
を
公
言
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ

う
か
。「
上
裁
」
を
制
度
化
し
合
法
化
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
上
裁
」
の
範
疇
か
ら
、
義
教
は
元
服
以
前
か
ら
御
前
沙
汰
（
伺
事
）
を
実
施
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
�
に
挙

げ
た
二
つ
の
史
料
が
各
々
の
場
で
作
成
さ
れ
、
そ
の
内
の
あ
る
部
分
が
中
断
さ
れ
た
た
め
に
残
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

既
述
し
た
通
り
、
義
教
の
御
前
沙
汰
体
制
の
実
施
は
、
元
々
あ
っ
た
組
織
を
利
用
し
て
「
政
所
執
事
代
―
右
筆
方
奉
行
人
衆
」
の
中

で
行
な
わ
れ
た
。
彼
ら
実
務
官
僚
が
審
議
・
対
決
・
記
録
・
判
決
原
案
作
成
を
行
な
っ
た
。
義
教
の
御
前
で
は
訴
の
披
露
・
判
決
（
決

定
）・
諮
問
は
あ
っ
た
が
、
御
前
の
評
定
会
議
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
管
領
の
同
席
は
な
く
、
全
て
の
最
終
判
決
権
を
将
軍
一
人
が
掌

握
し
た
。
こ
の
体
制
は
得
宗
専
制
体
制
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
北
条
貞
時
は
、
全
判
決
権
を
掌
握
す
る
得
宗
専
制
体
制
を
構
築
し
た
。
こ
の
体
制
の
柱
と
な
っ
た
の
が
得
宗
被
宮
（
御
内

人
）
で
あ
っ
た
。

義
教
は
、
管
領
制
と
い
う
大
き
な
枠
組
の
中
に
、
御
前
沙
汰
体
制
を
設
置
し
た
。
こ
の
体
制
を
支
え
た
の
は
、
奉
行
人
層
で
あ
っ
た
。

判
決
を
伝
達
す
る
文
書
の
あ
り
方
か
ら
見
れ
ば
、
管
領
奉
書
―
遵
行
状
―
打
渡
状
の
流
れ
か
ら
、
奉
行
人
奉
書
へ
の
移
行
で
あ
る
。

訴
訟
制
度
と
い
う
観
点
か
ら
義
教
政
治
を
見
れ
ば
、
次
代
の
範
と
な
っ
て
い
る
点
が
多
々
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
列
記
す
る
と
、
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�
意
見
制
を
と
り
入
れ
た
こ
と

�
裁
判
制
度
の
改
革
（
伺
事
）・
整
備
な
ど
の
法
令
発
布

�
家
柄
で
は
な
く
実
務
に
長
け
た
奉
行
人
層
の
登
用

�『
御
前
落
居
記
録
』
永
享
四
年
九
月
廿
九
日
条
が
、
永
禄
五
年
二
月
返
答
草
案
に
判
例
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
（『
蜷
川
家

文
書
』
廿
―
二
に
確
認
さ
れ
る
）

�『
室
町
家
御
内
書
案
』
寺
社
領
文
書
永
享
年
中
と
し
て
『
御
前
落
居
奉
書
』
が
す
べ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

�
永
享
三
年
作
成
の
起
請
文
が
、
法
令
集
『
建
武
以
来
追
加
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
先
例
と
見
做
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と

�『
御
前
落
居
奉
書
』
永
享
三
年
十
月
十
七
日
条
「
洛
中
洛
外
土
倉
質
物
事
」
が
、
前
文
そ
の
ま
ま
「
室
町
幕
府
法
」
追
加
法
二
〇

三
に
見
え
る
こ
と
。

�
義
教
以
降
、
奉
行
人
奉
書
が
幕
府
発
給
文
書
の
主
流
と
な
っ
て
い
く
こ
と

以
上
右
に
記
し
た
よ
う
に
義
教
が
実
現
し
た
訴
訟
制
度
の
改
革
や
整
備
は
、
後
の
亀
鏡
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
御
前
沙
汰
体
制
は
、
将
軍
義
晴
期
ま
で
は
、
部
分
的
で
は
あ
っ
て
も
制
度
と
し
て
後
の
将
軍
ら
が
参
考
に
し
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
六
月
、
義
教
は
赤
松
満
祐
に
討
た
れ
た
。
義
教
の
政
治
面
（
守
護
対
策
）
の
亀
裂
に
よ
り
起
き

た
事
件
で
あ
っ
た
。
室
町
幕
府
は
基
本
的
に
は
有
力
守
護
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
立
す
る
政
権
で
あ
る
。
嗣
立
当
初
よ
り
義
教
を

支
え
続
け
た
満
済
も
重
臣
も
今
は
亡
く
、
将
軍
権
力
と
守
護
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
余
り
に
も
性
急

な
守
護
抑
止
政
策
の
破
綻
で
あ
っ
た
。

義
教
は
訴
訟
制
度
の
完
成
を
め
ざ
し
た
。
一
方
、
そ
の
表
面
に
掲
げ
た
精
神
（
撫
民
、
徳
政
思
想
）
と
は
別
に
、
裁
判
を
政
治
に
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
強
い
幕
府
、
よ
り
強
権
の
将
軍
位
を
め
ざ
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
義
教
流
将
軍
専
制
体
制
の
確
立
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で
あ
る
。
彼
が
導
入
し
た
御
前
沙
汰
体
制
こ
そ
が
、
専
制
君
主
を
支
え
る
重
要
な
柱
で
あ
っ
た
。

義
教
の
政
治
改
革
や
御
前
沙
汰
の
一
端
を
証
す
残
闕
史
料
と
し
て
、『
御
前
落
居
記
録
』・『
御
前
落
居
奉
書
』
の
存
在
は
意
義
が
あ

る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
は
、
別
々
の
目
的
で
、
別
々
の
場
で
作
成
さ
れ
、「
中
断
」
と
い
う
事
故
に
よ
り
却
っ
て
逆
に
残
存
す
る
に

至
っ
た
。

義
教
専
制
は
義
持
か
ら
義
教
に
政
権
が
交
代
し
て
以
降
、
十
年
余
で
終
焉
と
な
っ
た
。
幕
政
は
再
び
管
領
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
た
。

こ
の
後
、
成
人
し
た
息
義
政
に
よ
っ
て
、
御
前
沙
汰
・
親
政
等
を
見
る
が
、
そ
の
初
政
は
、
大
略
、
父
義
教
の
諸
政
策
を
襲
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

今
回
は
、
訴
訟
制
度
の
側
面
か
ら
の
考
察
を
試
み
た
が
、
政
治
的
側
面
（
守
護
対
策
、
側
近
勢
力
等
）
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
あ
り
、

両
側
面
か
ら
の
追
究
が
あ
っ
て
こ
そ
、
真
の
義
教
政
権
は
解
明
さ
れ
る
と
実
感
し
た
。
後
日
を
期
し
た
い
。
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